
紹介受診重点医療機関に係る協議

○ 令和４年４月に、外来機能報告制度が施行され、
外来機能の明確化・連携に向けて、地域において
データに基づく協議を行い、紹介受診重点医療機
関を明確化（公表）することとされた。

○ 紹介受診重点医療機関を明確化することにより、
外来患者の流れの円滑化による外来患者の待ち時
間の短縮や、勤務医の外来負担軽減等が期待され
ている。

○ これまで、本県では、地域医療構想調整会議に
おいて、外来機能報告のデータを基に協議した結
果、10医療機関が紹介受診重点医療機関となるこ
とで協議が整ったため、右表の10医療機関を県の
ホームページで公表中である。

（１） 経緯
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【紹介受診重点医療機関一覧（令和５年12月１日時点）】

二次保健医療圏 医療機関名称

津軽 弘前大学医学部附属病院

津軽 独立行政法人国立病院機構弘前総合医療センター

津軽 弘前中央病院

津軽 鳴海病院

八戸 八戸市立市民病院

八戸 独立行政法人労働者健康安全機構青森労災病院

青森 青森県立中央病院

青森 青森市民病院

西北五 つがる西北五広域連合つがる総合病院

上十三 十和田市立中央病院

令和６年度第３回
青森県（青森地域）地
域医療構想調整会議
【資料６－１】

青森県作成



紹介受診重点医療機関に係る協議

○ 青森地域においては、次の４医療機関が協議対象である。

①に該当する医療機関 ： 青森県立中央病院、青森市民病院

②に該当する医療機関 ： 鷹揚郷 腎研究所 青森病院、双仁会 青森厚生病院

※ 上記以外の医療機関に関する内容も含まれた全体データは、準備が整い次第、県のホームページで公表しま
す。外来機能の検討時など、必要に応じて御利用ください。

（３） 令和６年度外来機能報告の状況 （青森地域）
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○ 今般、令和６年10～11月に実施された令和６年度外来機能報告のデータを確認したところ、次の

とおりであった。

① 基準を満たす、かつ、意向があり ： ８医療機関（うち八戸赤十字病院が新規）

② 基準を満たす、かつ、意向がなし ： ３医療機関

③ 基準を満たさない、かつ、意向があり ： ３医療機関

○ ①と③の11医療機関については、現在、紹介受診重点医療機関となっている10医療機関と八戸赤

十字病院から、紹介受診重点医療機関となる意向が示されたものである。

（２） 令和６年度外来機能報告の状況 （県全体）



紹介受診重点医療機関に係る協議
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（４） 今回の協議の進め方 （対面開催） ※令和５年度第１回の会議資料と同様



参考資料１ 紹介受診重点医療機関の概要（厚生労働省の資料一部抜粋）
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紹介受診重点医療機関に係る協議【参考資料】



参考資料２ 紹介受診重点医療機関に係る協議の進め方（厚生労働省の資料一部抜粋）
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紹介受診重点医療機関に係る協議【参考資料】



参考資料３ 協議フロー（厚生労働省の資料一部抜粋）
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紹介受診重点医療機関に係る協議【参考資料】


